
「鹿児島市子ども・子育て支援事業計画」素案に係る

パブリックコメント手続の実施結果について

１ 実施期間：平成 26 年 11 月 17 日（月）から 12 月 16 日（火）まで 30 日間

２ 意見提出状況

意見提出者 ３１人

意見の件数

２６２件

Ａ 意見の趣旨等を反映し、計画案に盛り込むもの ４

Ｂ 意見の趣旨等は、計画素案に盛り込み済みのもの １０１

Ｃ 計画案に盛り込まないもの １３

Ｄ 具体的な事業の実施にあたり参考とするもの ９７

Ｅ その他要望・意見等 ４７

３ 主な意見概要

Ａ 意見の趣旨等を反映し、計画案に盛り込むもの

(1) 子ども子育て新制度において、地域における子育て支援とそれを補完する「利用者支援」

については、第 3章基本的視点の中には盛り込まれているものの、施策の概要のなかには

盛り込まれていないが盛り込むべきでは。（現保育コーディネーターの役割拡充か子育て支

援施設でのコーディネイト機能の充実など。）

(2) ＤＶ防止については、男女共同参画、人権尊重の視点が不可欠であり、子どものころから

の教育や若年層への啓発が重要であるといわれているが、未然防止策についての取組の

方針がないのでは。相談の実施のところで広報・啓発との記載はあるが、相談とは別に項

目を立てた方がよいのでは。

【参考：「Ａ 意見の趣旨等を反映し、計画案に盛り込むもの」への対応】

項目 修正前 修正後

(1)

第 4 章

「教育保育及び地域子ども・子育て支援事業

の提供体制」

利用者支援に関する事業

・保育コーディネーター配置事業

第 4 章

「教育保育及び地域子ども・子育て支援事業

の提供体制」

利用者支援に関する事業

・保育コーディネーター配置事業

・りぼんかん等での利用者支援事業(追加)

(2)

第 5 章 施策の展開

(10)配偶者等からの暴力に対する対策の

推進

①きめ細やかな相談の実施

②緊急一時保護の実施及び自立への支援

第 5 章 施策の展開

(10)配偶者等からの暴力に対する対策の

推進

①きめ細やかな相談の実施

②緊急一時保護の実施及び自立への支援

③若年者へのＤＶ予防教育の実施(追加)

  資料３



Ｂ 意見の趣旨等は、計画素案に盛り込み済みのもの

(1) 妊娠、出産、子育てという流れの中で、母親がまず心身ともに健康でなければいけないと

思います。何より誰かが気にかけてくれている、私は一人じゃないと心が安心できるよう

な人が１人いるだけで変わってくると思います。

関係機関の中でのそういった人材の育成と切れ目のない支援がつづけられる柔軟な体制が

あればいいなと思います。"

(2) 出産後の訪問事業は、子どもの成長が分かり不安も緩和されたので継続して続けてほしい。

Ｃ 計画案に盛り込まないもの

(1) 療育の場や障がい児保育が充実してきたと思います。県単位だけではなく、市としての

児童相談所があれば、より質の充実や関係機関との連携が深まるのではないかと思います。

  (2) 整備計画の量については評価できるが、具体的に整備を実現するため、また内容の拡充の

ため、家庭的保育や小規模保育も選択肢に入れるべきと考えます。

(3) 小児科や幼児の利用施設のない地域、遠隔地については、交通費についても配慮がほしい。

桜島など高熱の子どもを病院に連れて行くのに車でフェリーを渡さなければならないが、

全額負担は大変である。

Ｄ 具体的な事業の実施にあたり参考とするもの

(1) 子どもを育てやすい環境、安心・安全に生活し、成長していくことができるような支援等、

人々のつながりが大切になる。地域、社会全体が、子育てを見守り援助するとともに、様々

な支援サービスの充実が図れるような計画であってほしい。

(2) 妊娠・出産の際に、退職・降格を言われるケースが周りに多くありました。残念とは思い

ますが、中小企業の実際を考えると難しいとも思います。そういう企業へのサポートや助

成を充実して、一人でも多くの女性が仕事と家庭の両立ができるようお願いします。

Ｅ その他要望・意見等

(1) 県内どこに住んでいても格差なく平等に支援やサービスを受けられる事が大事だと思い

ます。地区が違っても利用したい施設が近くの町にあれば手軽に利用できるようにしてほ

しい。






































































